


7月 16日午前 10時 13分､新潟県柏崎沖において､死者 11名､重軽

傷者 1,893名､避難者 12,483名､建物損壊 12,434戸の被害を出し

た ｢中越沖地震｣が発生した｡(7月25日現在)

長野放送 (NBS)はヘリコプター出動も含め､報道制作局と技術局を中

心に約60名が緊急対応で取材に当たった｡10時 16分00秒に最初の ｢地

震速報｣を送出｡23分 26秒からローカル枠番組内においてフジ ･ニュー

ス ･ネットワークのカットインを取って放送｡47分34秒から長野地域に

災害情報L字対応により地震情報を､ー11時02分00秒からはネット受け

の地震情報を送出｡昼のニュース番組 ｢FNNスピーク｣においては､天気

予報とローカルニュース枠の5分間総てで地震情報を､｢笑っていいとも !｣

の枠においては番組スター トから10分間地震情報を放送した｡ 14時 05

分から ｢FNN地震特番｣を1時間､ 15時00分から30分間にわたって

長野放送独自に ｢NBS報道特番 長野県北部でも震度 6強｣を自主敗送o

15時 30分から17時まで 1時間30分間災害情報L字対応により地震情

報を送出した｡夕方のニュース番組 ｢FNNスーパーニュース｣の終了まで

ほぼ9時間､長野の視聴者が最も知 りたい ｢長野県における地震災害､避難

等の情報｣をスーパーインポーズによる ｢地震速報｣､番組の途中にカットイ

ンして入ってくるアナウンサーのコメント､災害情報L字対応と呼ばれるデ

ータ情報等によって放送した｡(詳細は別紙資料 1)

このように長野放送は､自らの放送対象地域である長野県に暮らす地震の

不安に怯える人たちが切実に知 りたがっている､県内各地の被害状況､防災

避難情報､上下水道電気ガス等のインフラ関連の貴重な情報を､きめ細かく

放送し続けたのである｡(別紙資料 2)

フジテレビも当然､速報､全国ニュース､災害情報L字対応によって地震

被災情報を放送したが､その情報45項目のうち長野県に関する情報はたっ

た3項目にすぎず､震度4以上を記録した長野の地域が､震度 6強の飯綱町

をはじめとして中野市､飯山市､信濃町 (震度 5強)長野市 (震度5弱)須

坂市､千曲市､松本市､上田市､諏訪市､茅野市､佐久市､東御市 (震度4)

など13市町を数えたにもかかわらず､ほとんどが新潟県柏崎関連のニュー

ス項目であった｡何故ならば､フジテレビの放送の対象には長野県は含まれ

ていないからである｡
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長野の放送事業者である長野放送は放送免許によって放送対象地域を長野

県内とされ､長野県の地域のための報道､情報､教養､娯楽番組等を制作し

放送するよう義務付けられている｡一方､東京キー局であるフジテレビは､

関東広域一都六県をその放送対象地域とし､長野県は放送対象地域ではない｡

｢放送｣ とは､単に ｢放送される番組｣だけのことではない｡｢番組｣ 中に

挿入されるスーパーインポーズによる情報も､カットインして入ってくるア

ナウンサーのコメントもある｡また､災害情報L字対応と呼ばれる情報も､

デジタル放送ならデータ放送､それ以外にも放送終了から次の日の放送開始

までの間､深夜に間断なく流し続ける情報等もある｡それら総てが ｢放送事

業者の放送の意図｣なのである｡

情報通信審議会有線放送部会の6月21日付け資料 ｢論点について｣ によ

れば､再送信同意制度の立法趣旨は､｢放送事業者の放送の意図が害され､又

は歪曲されることのないよう担保する｣ ためのものである､という｡従って

｢放送事業者の放送の意図が害され､又は歪曲されることのない｣のならば､

ケーブルテレビ業者が放送事業者の放送を有線において放送することは有線

テレビジョン放送法に適っている､ということになる｡しかし､この ｢大臣

裁定｣の判断項目の一つである ｢放送の意図｣に関する解釈は､従来のまま

では不十分である｡東京と長野の関係において考えてみると､東京キー局が

ケーブルテレビ業者に再送信同意を与えることによって､｢長野の放送事業者

の放送の意図が害される｣可能性について全く考慮がなされていない｡今ま

で述べてきた事実の通り､例えば東京キー局の放送が長野のケーブルテレビ

業者によって有線で放送され､その結果として多くのケーブル契約者が東京

キー局の放送を見たと仮定すると､長野の放送事業者の放送の意図が害され

る可能性は非常に大きくなるのである｡すなわち､長野の放送事業者が自ら

の放送対象地域の住民にどうしても伝えたい ｢地震災害､避難情報という意

図｣が､ケーブルテレビが東京キー局の放送を流したために､放送対象地域

の住民に届かなくなる可能性が大きくなる｡東京キー局の放送の意図が害さ

れず､又は歪曲されないことが大切であるとするならば､長野の放送事業者

の放送の意図が害されず､又は歪曲されないことも同様に大切であることは

論を待たない｡
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各地の放送事業者は､それぞれの放送対象地域において､国民の知る権利

ならびに政見放送など地域の政治情報や生活情報等を報道し､また､生命財

産に直結する防災災害情報のために､単なる営利企業の域を超え､マスコミ

人として高い志を持って精励している｡これらの尊い活動を無視して､単に

発局である放送事業者の ｢放送の意図が害されず､又は歪曲されないこと｣

をもって善しとする､そういう考え方を容認することはできない｡

(2)｢放送対象地域｣

放送事業者は放送法をはじめ関係法令を遵守し､常に厳正な放送を心がけ

ている｡

放送事業者は放送法第2条の2第6項により ｢放送対象地域において､当

該放送があまねく受信できるように努める｣という義務は課されているが､

放送対象地域を逸脱して放送することは求められていない｡

電波の有限希少性に基づいて放送対象地域は定められたというが､放送事

業者は､放送免許に規定された ｢放送用周波数｣以外の周波数を使って放送

することができないのと同様､放送対象地域を逸脱することは許されていな

い｡

もしも､有線テレビジョン放送法第 13条第3項に定められている ｢大臣

裁定｣が下されるとするならば､所管大臣として放送法に対して責任と権限

を持って管理する立場にある総務大臣が､自らの名において放送事業者に対

し､放送法によって定められた放送対象地域を逸脱した地域において有線放

送するよう､放送法に反して無理矢理強制する事態となる｡

これは仮定の話ではなく､現在の進歩した電気通信技術において十分実現

可能な問題として､もしも､今回東京キー局に対し､再送信に同意するよう

｢大臣裁定｣が下されたとすると､北海道から沖縄まで全国のケーブルテレ

ビ業者が ｢大臣裁定｣を申請しさえすれば､東京キー局は放送法に反し放送

対象地域を逸脱して日本全国に再送信すべし､ということになる｡科学技術

の発達した21世紀において､もしも21年前に作られた有線テレビジョン

放送法の ｢大臣裁定｣が濫用されれば､放送法は法律としての意味を失い､

放送秩序は破壊される｡
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(3)｢チャンネル格差｣

放送法第2条の2第 1項は ｢総務大臣は､放送の計画的な普及及び健全な

発達を図るため､放送普及基本計画を定め､これに基づき必要な措置を講ず

る｣こととしている｡これを受け､放送普及基本計画の第 1 ｢放送局の置局｣

において ｢我が国の放送は､地域社会を基盤として放送を行う放送事業者に

より地域性の確保並びに地域間における放送の普及の均衡に適切に配慮しつ

つ､放送の計画的な普及及び健全な発達を図る｣(放送の地域密着性)ことと

し､それに続けて1(1)ア (エ)Aにおいて ｢放送事業者の放送について

は､総合放送4系統の放送が全国各地域においてあまねく受信できること｣

(民放の全国4波化)を定めている｡すなわち､我が国の放送政策の基本は､

｢地域密着性｣と ｢民放の全国4波化｣ であり､この政策は現在においても

何ら変更がないと認識している｡

平成3年に長野朝日放送が開局して以来､長野県は民間放送局4局地域と

なっている｡長野県には､いわゆる ｢チャンネル格差｣｢情報格差｣は存在し

ない｡ケーブルテレビの再送信に関しても地元長野の放送事業者の ｢地域内

再送信｣だけで十分であり､追加しなければならない要素はない｡そうであ

るならば､国の政策目標である4波化が達成されている長野県において､ケ

ーブルテレビ事業者に対する区域外再送信の同意を東京キー局に対して強制

することは､その法的な根拠が明確でないばかりでなく､区域外再送信同意

をしないことによって長野県の地域住民が一体どのような不利益を被るのか､

全く理解できないのである｡

(4)｢経済的諸問題｣

長野放送は､｢国策としてのアナログ放送からデジタル放送への移行｣に伴

う放送デジタル化のためにデジタルマスター並びにデジタル放送機器を総て

新たに新設し､購入する｡そして､総務省の方針に協力して ｢対アナログ比

100パーセントのデジタル視聴｣を実現するため､今後､･親局+60局の

デジタル中継局の建設を予定している｡放送デジタル化総費用は長野放送の

年間売上高60億円を10億円超も上回る約70億円を見込んでおり､昨年

度のデジタル化設備投資は10億 1千万円に騰がった｡このため減価償却費

は前期から増加して8億円に達した｡この結果､平成 19年3月期の決算で
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もしも､有線テレビジョン放送法を盾に､それはそれこれはこれと強弁する

つもりならば､有線テレビジョン放送法が ｢21年前の状況において作られ､

現在の状況に全くマッチしていない法律である｣ という､この一点だけを指

摘すればそれで十分であろう｡そもそもこの有線テレビジョン放送法という

放送事業者に対して著しく不利な =非対称規制"な法律は､ケーブルテレビ

産業が極めて零細であった昭和61年当時､ケーブルテレビ業界の育成策と

考えられた｡法改正の審議において､当時の郵政省は､｢放送区域を越えて

CATV側が再送信をいたしますとチャンネルプランが形骸化するのではな

いか､こういう御指摘でございますけれども､CATVのカバーする世帯数

というのは､何分にもまだ非常にわずかでございますので､こういった形骸

化ということは実際上は起こっていないし､また近い将来を見ますと､この

CATVの世帯数の急速な増加ということもそう急には起こらないと考えま

すので､形骸化ということがすぐに問題になるとは考えておりません｣と答

弁している｡前提となる条件が大きく変質化し､｢大臣裁定｣制度の立法事実

が消滅しているのにもかかわらず､そしてそれに総務省の担当者が気づいて

いるにもかかわらず､敢えて強硬に現行法内における法の解釈を主張するの

ならば､明らかな ｢不作為｣を構成すると考えられる｡

別の観点から言えば､区域外再送信の拡大は､総合放送4系統のローカル

局のそれぞれの地域におtする基幹放送としての能力を低下させ､ひいては､

系列における相互協力の機能を崩壊させかねない｡そして､区域外再送信の

拡大は､結果としてローカル局が自らの放送対象地域における放送の責務を

果たすことを困難にし､最終的には地域社会に対して悪影響を生み出すこと

になる､と考えられる｡

今回の ｢大臣裁定｣の検討においては､長野の放送事業者である株式会社

長野放送からも十分意見を聞くようにご配慮をお願いしたい｡

(5)｢著作権等の問題｣

地上波放送の再送信では､放送番組に係わるすべての著作権の権利処理を

行なう必要がある｡権利処理が必要となるものには､放送事業者が有する著

作隣接権､放送番組の著作権及び放送番組に含まれる､原権利者が有する著
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作権など､多岐に渡っている｡｢テレビ同時再送信契約書｣(いわゆる ｢5団

体ルール｣)による権利処理は存在するが､それは原権利者の有する著作権の

処理に限られており､放送番組の著作権については､許諾を求めることはな

されておらず､その協議さえなされていない｡また放送事業者が有する着作

隣接権について､フジテレビとしては､今までのところは､番組の権利料等

としての対価については､対価を受け取る権利を留保しているのみで一切受

け取っておらず､協議さえなされていない｡そもそも契約形態について､協

議する以前の問題として､著作権法第 23条 ｢著作者は､その著作物につい

て､公衆送信を行う権利を専有する｣(｢公衆送信権等｣)と第99条第 1項 ｢放

送事業者は､その放送を受信してこれを再放送し､又は有線放送する権利を

専有する｣ (｢再放送権及び有線放送権｣)による許諾を受けずに再送信する

ことは違法であることを知りながら､違法再送信を続けている現状はまこと

に遺憾である｡

また､放送番組の著作権について言及すれば､ローカル制作番組に参画す

る著作権などの権利や､購入番組における映像著作権者 (映画製作者)との

放送権所得の契約は自局の放送地域限定の場合が多くある｡その場合､仮に

区域外への再送信に同意せよとの大臣裁定が下された場合､その裁定に従っ

て同意をすることが､契約相手方との関係で契約違反となり､放送事業者が､

その責任を負う結果にもなりかねない｡

(6)｢法令遵守の欠如｣

有線テレビジョン放送法第 13条第 2項には ｢有線テレビジョン放送事業

者は､放送事業者の同意を得なければ､そのテレビジョン放送を再送信して

はならない｡｣(｢再送信同意｣)とある｡また､放送法第6条にも ｢放送事業

者は､他の放送事業者の同意を得なければ､その放送を受信し､これらを再

放送してはならない｣(｢再放送｣)と規定されている｡

さらに著作権法においては､上に述べた通り､第23条 ｢公衆送信権等｣

および第 99条 ｢再放送権及び有線放送権｣ の規定がある｡

これらによれば､放送事業者が有線テレビジョン放送を含む ｢公衆送信｣

を行う権利を専有しているのは明白である｡しかもこの権利は有線放送の再

送信についても､単に対価を受ける権利としての ｢報酬請求権｣ではなく､

許諾を拒否できる排他的な権利である｡
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平成 11年 10月29日付けで､このケーブルテレビ業者から提出された

申請書に対し､フジテレビはアナログ放送による放送番組の再送信に同意し

ない旨の文書を送付し､その後同意をしていない｡しかし､このケーブルテ

レビ事業は当社から許諾を受ける必要があるにもかかわらず､また､当社の

再送信不同意の意思を無視し､不同意及び無許諾の状態で以来 8年間にもわ

たって当社のアナログ放送を再送信し続けている｡

また､平成3年に長野朝日放送が開局し長野県が民放4局地域となってか

ら十分な期間が経過していることや､この間に地元長野民放の経営に対する

区域外再送信の弊害が大きな問題となってきたことから､平成 11年に東京

キー局5社連名で､このケーブルテレビ事業者に対して､再送信を停止する

よう文書を送付したが､これを無視｡(詳細は別紙資料6)

さらに､平成 16年にも東京キー局5社連名で違法再送信を停止するよう

警告書を送付したが､これも無視して､なんら誠意ある対応哀しようとしな

い｡(詳細は別紙資料7)

このケーブルテレビ事業者は､8年も前から法律に定めちれたフジテレビ

の同意と許諾なしで､また､東京キー局5社の書面による度重な.る通告を無

視して､アナログ放送による区域外再送信を違法に続けているのが実態であ

る｡

これは､有線テレビジョン放送法のもとで免許を受け､その法律を守らなけ

ればならないケーブルテレビ事業が､同法第 13条第2項に定める ｢再送信

の同意を得る義務の違反｣を犯していることになる｡このケーブルテレビ事

業者は法令遵守の姿勢において非常に大きな問題があると言わざるを得ない｡

そもそも自ら有線テレビジョン放送法第 13条第2項に定められた放送事

業者の ｢同意｣を得ずに､違法な再送信を続けているケーブルテレビ事業者

が､同じ有線テレビジョン放送法第 13条第3項に則って ｢大臣裁定｣を申

請するというのは非常に矛盾している｡

むしろ､有線テレビジョン放送法第25条第2項には ｢総務大臣は､有線

テレビジョン放送事業者が第一13条第2項の規定に違反したときは､3月以

内の期間を定めて､有線テレビジョン放送の業務の停止を命ずることができ

る｡｣と規定されている｡これを無視して､｢大臣裁定｣が下るとするならば､

総務省においても法令遵守の姿勢に欠けていると考える｡
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そもそも今回の ｢大臣裁定｣は､平成 19年 1月26日の名刺交換後､ケ

ーブルテレビ事業者による区域外再送信の問題点にづいて､十分な理解が得

られていない状況において､フジテレビとしては協議を尽くす意思があるに

もかかわらず､性急に ｢大臣裁定｣が申請されたこと自体､協議は継続中で

あると認識していた当社としては､非常に残念なことだと言わざるを得ない｡

強制的な再送信同意を一方的に求め､有線テレビジョン放送法第 13条3項

に､当事者間の ｢協議が調わず､又はその協議をすることができない｣ 場合

の手段として規定された ｢大臣裁定｣を充分な協議が行われる以前に申請し

たというのが実態である｡

｢終わりに｣

有線テレビジョン放送法 13条 5項には ｢同意をしないことにつき正当な

理由｣とあるだけで､条文に ｢正当な理由｣について列挙されていないこと

から､何ら具体的な定めはないと考える｡

また､過去の政府答弁や2度の ｢大臣裁定｣で示された ｢5つの基準｣は､

当時の国会質疑における答弁によれば ｢いろいろなケースが考えられますが､

共通する一応の判断の目安というようなものを5点申し上げますと--こう

いったことが､一応判断の目安になるというように考えています｡上とあり､

これは ｢5つの基準｣が必要条件であり ｢共通する一応の判断の目安になる｣

が､｢いろいろなケース｣で変わってくる､と述べられている｡

すなわち､｢5つの基準｣だけが区域外の再送信同意の判断基準に限られて

いるわけではなく､従って､再送信同意をしない ｢正当な理由｣は必ずしも

｢5つの基準｣に限定されていない､といえる｡再送信同意の ｢正当な理由｣

については､その他の事情も正当な理由として尉酌されるべきであると考え

られ､法解釈､法運用の点からも再検討が必要であると考えられる｡

このまま､従前の ｢5つの基準｣のみに基づき ｢同意をしないことにつき

正当な理由｣無しとして､｢大臣裁定｣が下るとすると､当社は著作権および

著作隣接権上の ｢許諾｣を回避するために､｢大臣裁定｣ の無効を争うことを

検討しなければならないこととなる｡
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｢大臣裁定｣は法令遵守の姿勢に問題があるケーブルテレビ事業者に与し､

東京キー局の放送が放送対象地域外である長野県に放送されるちとによって､

長野の放送事業者の放送の意図を害することになる｡しかも､放送対象地域

を逸脱して日本全国に東京キー局の放送が再送信される端緒をひらくことに

なる｡あまつさえ､長野の放送事業者を財政的に苦しめ､著作権を踏みにじ

ることになる｡フジテレビは以上述べてきた理由をもって､到底､再送信に

同意することはできない｡

3.本件に関する協議の経過

株式会社テレビ松本ケーブルビジョン及びエルシーブイ株式会社からは､

本年 1月26日に訪問があった｡

テレビ松本の佐藤社長､エルシーブイの小松常務がフジテレビ訪れ､電波

企画室の山本専任局長が対応した｡佐藤 ･小松両氏から長野県における区域

外再送信の要望があったが､当社側は意見書に述べた趣旨により区域外再送

信できない理由を繕々説明し､再送信同意できない旨の返答をした｡

その後両者 (6月8日は､エルシーブイ側は務台社長)と当社の関技師長

との協議が複数回もたれたが､両者の意見は最初と変わらず､協議は平行線

で経緯した｡

4.その他参考となる事項

以下､資料として塩野宏著 ｢放送法制の課題｣(有斐閣 :1989年 11月

30日刊)より ｢Ⅳ 有線テレビ放送をめぐる法技術 (新聞研究二五四号､

一九七二年)｣から ｢三 有線テレビジョン法の内容的問題点 3放送秩序

と有線テレビジョン法｣と ｢四 あとがき｣の全文を記載する｡

3放送秩序と有線テレビジョン法

(1)区域外再送信

区域外再送信の厳密な概念規定は一応さておくとして､これをごく常識的

に､中央のアンテナで地元放送局以外のテレビジョン放送を受信し､これを

有線によって各戸に再送信する (たとえば､長野県下で､東京の放送を直接
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有線で視聴する)ものと観念してよいであろう｡そして､区域外再送信の需

劃 才一最近次第に増しているといわれている｡羊の現状は､放送局の数が地～.､ヽニ■~1.AL
域によって異なっていることを主要な前提条件として生じたものと思われる

のであって､その意味では､これは､現在の放送秩序そのものが内包する問

題を反映したものである｡いいかえれば､現在のチャンネルプラン自体が､

地元 (特に放送局の数の少ない地方都市)の視聴者の要望に応えていないこ

とを示すものであろう｡

ところで､本法 (以下 ｢テレビジョン放送｣のこと)は､現在の放送秩序

に深い関連を有する区域外再送信に関して､放送秩序それ自体のあり方の再

検討作業とは一応無関係に､再送信きれる放送の放送事業者 (以下､これを

原放送事業者と呼ぶ)の同意という法技術で対応している (法一三条二項)｡

本法 (厳密に高えば､本法制定過程)のかかる態度自体が一つの問題であっ

て､_むしろ､立法作業過程としては､現在の放送秩序のあり方そのものの再

検討が先行すべきであったと思われるのであるが､仮に時間的関係から手続

が前後したことを一応認めるとしても､なお､本法のとる法技術には､次の

ような問題がある｡すなわち､区域外再送信には､二つの異なった利益状況

がある｡'第一に､区域外再送信によって直接発生する原放送事業者の著作隣

接権及び原放送事業者の放送に含まれている諸種の著作権との関係がある｡

第二に､区域外再送信により､視聴者を奪われることにより､自己の経営基

盤の確保がおびやかされるという地元放送事業者との関係であり､これはひ

いては､現在の放送秩序に関連する事柄である (仮に､再送信区域が放送区

域と一筆するほどになれば､放送局の数が再送信のチャンネル数ほど増え､

かつ､それは､本来､当該区域を対象とする放送ではない)｡そして､この二

つは明確に区別して論ずる必要がある｡

第一の点に関していえば､結論的には､それはもっぱら著作権法上の問題

として処理さるべき事柄であって､本法が本来関知すべきものではない｡す

なわち､昨年一月一日より施行された新著作権韓で埠､著作隣接権が認めち

咋 放送事筆者昼再放送権及び有線放送権を占寿茸るもの.たされ争 (法九九

条)｡そして､この権利を行使することによって､放送事業者は自己の放送が

有線テレビジョン放送事業者によって再送信されることの許否を決定し得る

申竃 をる (ただし､受信障害指定区域を除く).その意味では､原放送事業者

固有の経済的利益 (又は権利)の確保のために､もはや同意条項は必要がな
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いと思われるが､強いてその関係を求めるならば､本条項に違反する事業者

は郵政大臣による行政的制裁 (業務停止 ･法二五条二項)､さらには刑事制裁

(法三四条)を受ける可能性があることによって､原放送事業者は著作権法

におけるよりも優位に立つという効果に求められるかもしれない｡しかし､

著作権法の外で､著作隣接権者に強い保護を与える合理的理由を見出すこと

は困難であり､仮に､原放送事業者が､右のような見地から同意条項が機能

する､ことをも考えているとすれば､監督官庁の後見的保護監督下に自ら入

ることを意図するものとして批判されなければならない｡

かようにして､第二に､地元放送局の利益さうにひいては放送秩序との関

係で向意条項をとちをる以外にはないが｣そうだとしても制度の趣旨には極

めて不可解なものがある｡すなわち､現在､わが国に串ける放送秩序とは､

社会が自律卿 こ形成したものではなく､一一亨 ヤンネルプランによって､国家が

政策的に創出した国法上ゐ秩序であるoそうだとすれば;･その秩序を乱すお

それの.あ孝行為 (こ至を草区域外再送信)_を琴,bるかどうかの専任は､秩序の

創出軒 守行政庁)が担身阜草ものであ?て､･原放送事業者の判断にゆだねるべ.t

きものではないと憩われる｡また仮笹,秩序の維持を私人の判断にゆだねる

∈七を碍ゆるとしても･I.考 の当事者は､-ここ至は､原放送事棄者ではなくし

て､地元放送事業老妻あ尉まずである｡一

かようにして､区域外再送信の同意条項は疑問の余地の多い制度ではある

が､現在q)放送秩序と有輝テレビジ占ンをいかに関係づけるか克ついての基

本的考察のないままに本法を制定した点に根本の問題がある.また､仮に区

域外再送信を含む有線テレビジョン放送事業をいささかでも促進しようとす

るのであれば､むしろ､今後権利関係が錯綜するとともに､その事務処理が

極めて複雑化するであろう著作権法上の諸種の権利について､何らかの方策

を立てるべきであったのではないか｡

四 あとがき

以上に考察したことからすれば､本法には､言串表現の自由･救送秩序と

甘う価値原理と野閏年喧おいても､法技術論か養みても､再考を要ずる多く

の問題串号香る言本法が､対象を有線テレビ放送に限定したことの是非は､内

容によって評価すべき事柄であることを本稿のはじめに指摘しておいたが､

本法が､湖実の問題を処理し､有線テレビ放送の ｢健全な発達を図る｣ため
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の適切な法技術だり得 右かどうかの窯寵は､-多大¢疑問があるも溝采を切り

すてつつ､しかも現実問題の処理に関しても見切り発車したのが有線テレビ

ジョン法であるという感やミ強い｡

しかし､法律はひとたび制定されれば一定の秩序を形成し､将来それをく

つがえすことが困難となるのが通常である｡その意味では､本法によって私

人による同軸ケーブル利用法制が出発するのは､むしろ不幸であったとも思

われるが､これをいささかなりとも幸いに転じせしめるのが､今後の課題で

ある｡(新聞研究二五四号､一九七二年)

続いて､｢Ⅵ 再送信の同意権と著作隣接権 (著作権シリーズ､一九七九年)｣

から ｢- はじめに｣の全文と ｢二 ｢放送法｣における再送信の同意制度

の意義 3 有線テレビジョン法と同意条項｣の一部を記載する｡

- はじめに

放送法制における放送事業者の権利の重要な側面として､表現の自由の一

環としての放送の自由が挙げられることはいうまでもない｡もとより､それ

が､単に､送信者の古典的な意味における自由権にとどまるかどうかは大き

な問題ではあるが､それはともかく､いま少し視野を広げるならば､放送事

業者の著作権法上の権利者としての地位も看過することができない｡

一般的にいえば､放送事業者は､著作権法上は､他人の著作物等の利用者

として登場する場合が多いであろう｡しかし､放送が映画の著作物であると

きには､放送事業者は､一連の著作権を享有し (著作権法二条三項 ･･-五条 ･

二九条)､さちに 一般的に､放送事業者には､･その放送について著作隣接権

が認められ宅いる (同法九九条)｡学問上の体系として､放送法制の範囲をい

かに画するかは問題のあるところであるが､いずれにせよ､放送事業者のか

かる側面を見逃しては､放送活動に関する放送事業者の特有の権利を全体的

に把握したことにはならない｡

ところで､右に指摘した放送事業者の著作権法上の権利とは別に､放送法､

有線テレビジョン放送法 (以下､有線テレビジョン法と略す)､有線ラジオ放

送業務の運用の規正に関する法律 (以下､有規法と略す)は､無線であれ有

線であれ､-他人がヾ放送の再送信を行う場合串 ま,{放送事業者の同者を必要
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とする旨の規定をおいている｡すなわち､華送法六条は､｢放送軍業者は､同-rヽ､n･ A～..上 LJ
意を得なければ､他の放送事業者の放送を受信して､その再放送をしてはな--~＼一_-ILL.～

らない｣､有線テレビジョン法一三粂 (再送信)二 項は､｢有線テレビジョン

放送事業者は､放送事業者の同意を得なければ､ そのテレビジョン放送を受

信し言守 れを再送信して~ほなら､ない⇒ ただし､前項の規定により有線テレビ

ジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者がテレビジョン放送を再

送信するときは (郵政大臣によって指定された受信障害区域における再送信

の義務づけを指す-塩野注)､この限りでない｣､有規法五条は､｢有線ラジオ

放送の業務を行う者は､同意を得なければ二放送事業者のラジオ放送を受信

してこれを再送信してはならない｣と､それぞれ定めている｡

これらの規定は､一見､著作権法上の放送事業者の権利､とりわけ､同法

九九条に定める再放送権及び有線放送権と類似の制度､いいかえれば､相互

に同一の事項を､単に､権利と義務の側から､それぞれ別個に定めたものに

すぎないようにも読める｡しかし､全く同一内容の規律が､著作権法と放送

法等に別個におかれているとすれば､立法技術としては､当を得ていないも

のがある｡他方､もし､相互に異なった目的を有するとすれば､それは-どこ

に求められるか､という疑問を人に抱かせるとともに､果たして､立法政策

上､妥当であるかどうかの問題を生ぜしめるであろう｡さらに､放送事業者

の著作隣接権は現行著作権法によってはじめて認められたものであるが､放

送法 ･有規法 (昭和四七年改正前は､有線放送業務の運用の規正に関する法

律)の再送信の同意条項は､それには先行しているのであって､ここには､

生成する法的利益相互の関係を考察する格好の素材がある｡

｢放送法｣(以下､｢放送法｣として用いる場合は､有線テレビジョン法 ･有

規法を含む)と著作権法は､ある見方､というより､通常の分類に従えば､

法体系を異にする｡しかし､放送事要者のt権利又畦利益Pという角度から再送

信にかかる問題を総合的に考察するならば､鳴合によっては､現在の法制度

に再考を要請するも半メ芽 トを見由耳ことが肇ざるかも_L,れないO.本稿は､丁ゝ

こういった興味に促されて､｢放送法｣の再送信の同意制度の存在理由につい

て､放送事業者の著作隣接権制度との対比を試みつつ､考察しようとするも

のである｡

以下､まず､｢放送法｣ 上の同意制度について､立法過程に現れた見解及び

行政解釈を素材として分析をし(二)､ついで､実務の運用状況を瞥見し(≡)､
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そして同意制度と隣接権制度の保護利益の範囲を比較した上で(四)､将来のあ

るべき姿を考えてみることとしたい(五)0

3 有線テレビジョン法と同意条項

有線テレビジョン法は､先に示したように､一三条二項で､再送信に関す

る同意条項をおいている｡そして､同法の制定は､すでに､現行著作権法に

より放送事業者の著作隣接権が認められた後であるという新た事情も加わっ

ているためもあって､同意条項の意義に関して､国会審議過程でかなり集中

的に､しかも､複数の角度からの関係者の意見が明らかにされている｡その

概要を示せば､次のとおりである｡

まず､衆議院段階で､同意と対価の関係及び放送事業者の同意拒否に関す

る阿部未喜男委員の質問に対し､藤木政府委員は次のように答えている｡｢現

在､著作権法というものができておりますので､前とはちょっと違っている

わけでございますが､そもそも放送華坦す与りう放逐事業者にとりましての

権利があるわけでございまずので､そうい･うた点を私草もとしては尊重しtTJ､

かって笹やって商売をしためじゃいけないをいう意味七同意というとと~を掲

げたわけやござい草す｣､｢同意の条件としての金銭の問題でございますが､

私どもとしては､そういうことは実はあまり想定していないわけでございま

して､金の問題はいわゆる著作権のほうで解決してもらえばよろしいのじゃ

なかろうかと思っております｡--私どもとしましては､放送自体の秩序と

いうことを考えまして､現在のチャンネルプランというものができて､そこ

で放送事要者が放送をやっている-というこI-とでございます-ので､その秩序を

破ってまや放送事業者に同意をしろというわけも与やいかないのじゃなかろう

かと思っております｣と｡

･(省 略)

また､同参考人 (注 :森本参考人)においても､チャンネルプランに基づ

く放送秩序の維持との関連が指摘されている.日く ｢･- 区域外の再挙信に

つきましては､放送番組の再送信 がどこでも自由にできるということになり

ますと､著作権に付随した問題とは別個に､地域とかけ離れた放送番組がC
_ノー

ATVで無秩序に持ち込まれるようになり､地元の一放送は次卿 こ無視されて｢ヽ

く-''を藻･L･引きな考のではないかと思います.--そのほかに､放送番組によっ

ては地域の指定があるものがございます｡また､コマーシャルについては､

16



スポンサーの意向により地域の指定がある場合もあって､無断で再送信をす

るということになれば､たとえば､現在でもスポンサーがその地方に商品を

送っていないのにCMが出て､スポンサーに迷惑をかける事態がたまには起

ってまいりますから､これが続発するということになるとたいへん混乱を来

たす｡また､地方へ番組を流します場合､スポンサーづきでいわゆるネット

番組として送るか､あるいは番組販売として売り渡しておりますが､有線テ

レビは野放しということになりますと､商業放送というものが成立しなくな

るおそれがあります｡また､いわゆるチャンネルプランというのも無意味に

なって､両面から放送界の秩序を乱すということになり.ます｣と｡

(省 略)

参議院逓信委員会においても､右に示されたものとほぼ同様の議論がかわ

されているが､念のために再録すれば､次のとおりである｡すなわち､法一

三条二項の立法趣旨が､著作権上の関係にあるのか放送秩序の問題にあるの

かこという西村尚治委員の質問に対して､藤木政府委員は､｢この同意の条項

でございますが､これは現在の放送法にもそういったことがございますし､

現在､有線放送業務の運用の規正に関する法律という現行法にも同意条項が

ございます｡まあ今回もそれと同じ同意の条項を入れたわけでございますが､

それにつきましては､おっしゃいますように､著作権と､まあ放送の場合で

すと､隣接著作権といいますか､そういったものに関係するわけでございま

す｡それが主体でございますが､実際個々の場合になりますと､いろいろお

っしゃいましたような放送秩序の問題もございますので､まあそういったこ

とも含めて私どもとしては考えておるわけでございます｣と答えている｡

衆議院段階と同様に郵政省関係の政府委員答弁では､著作権との関連性 (も

っとも､その内容は必ずしも明らかセないが)が主におかれ､それに加えて

放送秩序の維持が同意制度の立法趣旨とされているのであって､その限りで

は一貫しているといえるであろう｡これに対して､文部省関係の政府説明員

答弁は､有線テレビ法の同意条項を公法的規制 ･著作権法上の放送事業者の

権利を私権とした割り切り方で整理している｡すなわち､有線テレビジョン

法一三条一項に定める難視聴区域における放送事業者の著作隣接権の制限

(著作権法九九条二項)の意義に関して､加戸説明員は､｢有線テレビジョン

放送法案の一三条一項あるいは二項の問題につきましては､私ども電波監理

上の視点からの公法的な規制をしたものと了解いたしております｡--一方､
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著作権法の上におきましては､放送事業者が行います放送につきまして､著

作､隣接権制度 (ママ)では保護いたしておりますけれども､これは､いう

ならば､私権という形で放送事業者に権利を付与したものでございまして､

そもそも本来予定しております法の領域が違っております｡

しかしながら､公法的な領域におきまして一定の再送信を義務づけられ､

私権的には､放送事業者の権利が働いて､同意を得なければ再送信ができな

いという矛盾が生じますので､そういった観点の問題につきましては､本来

の法体系は違いますけれども､公法的な規定によって義務づけられているも

のにつきましては､私法的な権利も規制する､そういう方針をとりまして､

この有線テレビジョン放送法案ができます以前に､著作権法の全面改正を行

いました際に､--再送信が義務づけられています場合におきましては､放

送事業者の私権でございますが､著作､隣接権 (ママ)を制限するという考

え方をとったわけでございます｣と述べている｡有線テレビジョン法一三条

二項の同意の性質そのものには直接ふれられていないが､全体の文脈からす

れば､それは､CATV業者の公法上の義務と理解されているようにも思わ

れる｡また､その限りにおいて､藤木政府委員の説明とは､必ずしも一致し

ないところがある｡

参議院逓信委員会においても､参考人の意見が徴せられた｡その中で､

民放連代表の杉山参考人意見が､同意条項の趣旨に積極的にふれているが､

それは､同条項を､放送秩序の維持と関連づけて理解するものであった｡｢こ

孤 (向意条項-塩野琵/)A-二は既存の放送秩序､を守.り､.そq)調和の上に立って､

有線テレビの発展を顛得するものとしてこ民放連はきわめ宅廼切な条文と考

えセ串り暮す｣というのである｡もっとも､同参考人も､同意条項と著作隣

接権の機能的関係を前提として､｢著作権の隣接権で大体放送権というものは

認められておりますので､これは義務づけられた放送以外は放送権というも

のが出てくるわけです｡そのほかに権利者の著作権というものが生きてまい

ります｡そういうことでございますので､やはりこういう有線テレビと放送

とが秩序ある､調和を伴った (ママ)発展をするためには､やはり話し合い

が必要で､そのためには､同意を残すということが適当ではないか｣と述べ

ているのである｡

最後に､｢--同意規定は､放送法第六条および有線ラジオ放送業務の運

用の規正に関する法律第五条などと同様の趣旨にもとづくもので､放送秩序
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という見解があるが､これは､同意制度に関する従来の行政当局者の説明が

消極的なものにとどまっていたのに対し､はじめて､放送秩序の維持という､

積極的な内容をこれに与えたものとして､注目に値するであろう｡なお､そ

こでは,r泰項セいう 『同意』は,放送妻業者と有線テレビ_ジョン放送事業者

との間での私法上の同意であるため;･コ放送事筆者から1,の条件が付されること

も考えられる｣としている点もつけ加えておこう｡

塩野氏はこの論文の最後を次のようにまとめている｡

技術申発達及び苦れに対ずる串制度の進展と幸 もに､かつて有意味である

と思われた法技術が､無用のものとなり､あるいは､相互に整合性を保ち得

なくなる場合がある三溝 に､本稿の対象は､ある角度からすれば､法体系を

異にする二つの制度の相関するところでの現象であるため､法の技術論とし

ては､ここに､真に興味ある素材を見出すことができるのである｡あえて､

机上の空論を唱えた次第である｡(著作権シリーズ､一九七九年)

以 上
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